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招集ご通知

証券コード：7813

2023年９月８日

株　主　各　位
福岡県大野城市仲畑二丁目３番17号

株 式 会 社 プ ラ ッ ツ

代表取締役社長 河 内 谷 　 忠 弘

第31期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第31期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、以下のウェブサイトに株主総会参考書

類等の内容である情報（電子提供措置事項）を掲載しております。

　※当社ウェブサイト　　https://www.platz-ltd.co.jp/

　　（上記ウェブサイトのメニューより「IR情報」「IRニュース」を順に選択いただき、ご確認く

　　ださい。）

　また、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサ

イト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「プラッツ」又

は「コード」に当社証券コード「7813」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順

に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　※東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、本招集ご通知とあわせてお送りす

る議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年９月25日（月曜日）午後５時45

分までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

　本株主総会から株主総会資料の電子提供制度が適用されることとなりましたが、株主様によりご

理解をいただけますよう書面交付請求の有無に関わらず、一律に従来どおりの書面をお送りしてお

ります。

　なお、今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、上記の当社ウェブ

サイトにてお知らせいたします。

敬　具
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招集ご通知

１．開 催 日 時 2023年９月26日（火曜日）　午前10時
２．開 催 場 所 福岡県福岡市博多区下川端町３番２号

ホテルオークラ福岡　３階　メイフェア
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第31期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第31期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

記

以　上
────────────────────────────────────────────
◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示
がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎本株主総会にご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用
紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招
集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますよ
うお願い申し上げます。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会会場におきましては、開催日現在の状況に
応じて株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がございますので、ご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置措置事項のうち、本株主総会招集ご通知には、法令及び当社定款第15条の規定に基
づき、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計
算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」を記載しておりません。したがって、本招集ご通知提供書面は、会計監査人が会
計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査
等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部
であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記ウェブサイトにその旨、修正前および修正後の事
項を掲載いたします。
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事業の経過及びその成果、重要な設備投資の状況、重要な資金調達の状況

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大については、2023

年５月より感染法上の分類をインフルエンザと同じ「５類」に引き下げることを政府が決定

したことなど、一定の収束の目処は立った状況となったことで、経済活動レベルは段階的に

引き上げられていくものと推測されます。

　また、中国においては「ゼロコロナ政策」の移動制限が解除され、経済活動が徐々に活発

化しているほか、海運の停滞、半導体の供給不足等も解消に向かっております。

　一方、米国及び欧州では、2022年２月に発生したロシアのウクライナ侵攻により、地政学

的リスクや原材料及び原油高などの問題は継続していることから、引き続き不透明な状況が

続くと考えられます。

　介護保険制度の状況につきましては、2023年３月時点の要支援及び要介護認定者の総数

は、前年比で0.6％増加し718万人、総受給者数は同1.6％増加し544万人となっております。

また、福祉用具貸与制度における特殊寝台利用件数については前年比で2.5万件増加し、

105.9万件（前年比2.4％増）となっております（出所：厚生労働省HP「介護給付費等実態調

査月報」）。

　このような市場環境の中、2022年10月での製品値上げを受けた取引先の需要減退などの影

響から、福祉用具流通市場の当連結会計年度の販売実績は前期比で4.6％減少し、4,427百万

円となっております。

　医療・高齢者施設市場におきましては、介護保険制度における施設サービス（特別養護老

人ホーム等）、特定施設及び地域密着型サービス（有料老人ホーム等）を提供する事業所数

が2023年３月時点で4.1万事業所（前年比0.5％増）となっております（出所：厚生労働省

HP「介護給付費等実態調査月報」）。また、国土交通省による「高齢者等居住安定化推進事

業」に基づく高齢者住宅（サービス付き高齢者住宅）につきましては、2023年３月時点で

8,207棟（同1.8％増）、28.2万戸（同2.7％増）となっております（出所：サービス付き高

齢者住宅情報提供システムHP「登録情報の集計結果等」）。

　このような市場環境の中、前期比で引き合い数がやや伸び悩んだものの、2022年10月での

製品値上げを実施したことなどから、当連結会計年度の同市場の販売実績は前期比で9.1％

増加し、1,654百万円となっております。
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事業の経過及びその成果、重要な設備投資の状況、重要な資金調達の状況

　家具流通市場における医療介護用電動ベッドの状況としましては、一般ベッドと同様に長

期的には減少傾向が続いていることから、当連結会計年度の同市場の販売実績は前期比で

20.0％減少し、81百万円となっております。

　海外市場におきましては、連結子会社である富若慈（上海）貿易有限公司にて、「ゼロコ

ロナ政策」による移動制限の影響から施設向けの案件進捗が遅延した反面、韓国における施

設案件の受注増などを受け、当連結会計年度の同市場の販売実績は前期比で24.4％増加し、

149百万円となっております。

　なお、当社及び連結子会社における当連結会計年度の医療介護用電動ベッドの総販売台数

は4.2万台（前期比13.9％減）となっております。

　為替の状況に関しましては、当連結会計年度の仕入実績為替レートは１ドル＝134円97銭

となり、前期と比較して22円を超える円安傾向となりました。加えて、海外物流コストや原

材料高騰の影響も重なったことなどから売上総利益率は28.5％（前期比5.5ポイント減）と

なっております。

　また、営業外収益として持分法による投資利益116百万円（前期比69.3％増）、為替差益

19百万円（前期比89.5％減）を計上しております。また、特別利益として、2023年２月27日

公表の「和解による損害賠償請求訴訟の解決および特別利益の計上に関するお知らせ」に記

載のとおり、係争中であったパラマウントベッド株式会社との訴訟において和解が成立した

ことにより、訴訟損失引当金から和解金等を控除した額を訴訟損失引当金戻入額として372

百万円、特別損失として、同日付で公表の「特別損失の計上に関するお知らせ」に記載のと

おり、上述の和解による紛争が全面的に解決したことで、弁護士費用を訴訟関連損失として

80百万円計上しております。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,312百万円（前期比1.0％減）、営業損失

108百万円（前期は営業利益100百万円）、経常利益25百万円（前期比93.6％減）、親会社株

主に帰属する当期純利益222百万円（同15.6％減）となりました。
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事業の経過及びその成果、重要な設備投資の状況、重要な資金調達の状況

販 売 先 市 場
前連結会計年度

（自　2021年７月１日
至　2022年６月30日）

当連結会計年度
（自　2022年７月１日
至　2023年６月30日）

前期比増減率
（％）

福 祉 用 具 流 通 市 場(千円) 4,641,040 4,427,413 △4.6

医 療 ・ 高 齢 者 施 設 市 場(千円) 1,515,894 1,654,079 9.1

家 具 流 通 市 場(千円) 101,706 81,372 △20.0

海 外 市 場(千円) 120,410 149,767 24.4

合 計 (千円) 6,379,051 6,312,632 △1.0

　なお、当社グループは、「医療介護用電動ベッド事業」の単一セグメントであるため、セ

グメントごとの記載はしておりません。

　また、当連結会計年度における販売実績を販売先市場別に示すと、次のとおりでありま

す。

② 重要な設備投資の状況

　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、99百万円であり、その主なものは建設

仮勘定（55百万円）、リース資産（42百万円）であります。

③ 重要な資金調達の状況

　該当事項はありません。
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財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、重要な企業結合等の状況

区 分
第28期

(2020年６月期)
第29期

(2021年６月期)
第30期

(2022年６月期)

第31期
(2023年６月期)

(当連結会計年度)

売 上 高(千円) 6,098,321 7,040,247 6,379,051 6,312,632

経 常 利 益(千円) 664,184 873,857 394,036 25,120

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
(千円) 507,818 305,855 263,597 222,379

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益

(円) 136.32 84.02 74.64 62.85

総 資 産(千円) 5,133,362 6,213,462 6,468,431 6,025,684

純 資 産(千円) 2,832,895 2,743,787 2,974,033 3,144,928

１株当たり純資産額(円) 760.47 777.93 841.57 888.15

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注)　当社は、第29期より「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しております。第29期より株主資本に自己株

式として計上されている「株式給付信託（J-ESOP）」に残存する当社株式を、１株当たり純資産額の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

また、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております。

なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は170,696株であり、

１株当たり純資産額の算定上、控除した自己株式の期末株式数は170,500株であります。
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財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況、重要な企業結合等の状況

区 分
第28期

（2020年６月期）
第29期

（2021年６月期）
第30期

（2022年６月期）

第31期
（2023年６月期）
（当事業年度）

売 上 高(千円) 5,946,629 6,900,291 6,313,403 6,242,581

経 常 利 益(千円) 675,707 808,028 364,323 110,740

当 期 純 利 益(千円) 522,616 247,649 234,027 306,598

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益

(円) 140.29 68.03 66.27 86.65

総 資 産(千円) 5,070,411 6,069,684 6,193,074 5,820,663

純 資 産(千円) 2,796,659 2,613,275 2,701,098 2,954,131

1株当たり純資産額(円) 750.75 740.92 764.33 834.26

② 当社の財産及び損益の状況の推移

（注)　当社は、第29期より「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しております。第29期より株主資本に自己株

式として計上されている「株式給付信託（J-ESOP）」に残存する当社株式を、１株当たり純資産額の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

また、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております。

なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は170,696株であり、

１株当たり純資産額の算定上、控除した自己株式の期末株式数は170,500株であります。

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 事 業 内 容

富若慈（上海）貿易有限公司 600万人民元 100％ 中国での介護用電動ベッドの販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(4) 重要な企業結合等の状況

　該当事項はありません。
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対処すべき課題

(5) 対処すべき課題

① メーカー機能の再強化

　当社グループは、医療介護用電動ベッドの製造販売を主たる業務としており、「高品質・

高機能・低価格」を企業の強みとして事業展開しております。

　当社グループでは、持分法適用関連会社のSHENGBANG METAL CO.,LTD.が、当社の主力製品

である医療介護用電動ベッド及び周辺機器等の主要な部品であるスチール部品の製造から、

品質検査、アッセンブリを行っており、品質検査については、当社の品質管理部門が指導、

管理を行っております。

　既存の生産拠点の効率化を図りつつ、外部環境の変化により発生する原材料高や為替相場

の変動によるコストアップ、製造停止などのリスクにも対応するため、生産拠点についてベ

トナムに集中している現状の見直しを行い、強固な供給体制を構築してまいります。

　また、中長期的な観点で技術向上と製品開発を進めることでメーカー機能の再強化を図

り、顧客視点の商品・サービスづくりを行ってまいります。

② 将来を担う人材育成と活躍のサポート

　少子高齢化による労働人口の減少を受けて、当社グループが属する医療介護業界において

は人材不足が深刻化しております。

　企業価値の向上を図るには人材の確保とそのスキル向上が不可欠となります。人事評価制

度と人材育成プログラムの見直しなど働きやすい職場環境の整備に注力するほか、新規事業

などイノベーションを促進する人的資本戦略を策定及び遂行してまいります。

③ 国内既存市場の維持拡大と新分野へのチャレンジ

　当社グループは、医療介護用電動ベッドの製造・販売を主たる業務としており、福祉用具

流通市場における収益がグループ収益の大半を占めております。当社グループは、当該市場

の収益を基盤としつつ、医療・高齢者施設市場に注力することで国内既存市場の維持拡大を

図ってまいります。

　また、マットレスといった従来からのベッドに関連した製品に加え、新分野の製品を企画

開発し、製品ラインナップ及び事業領域を拡大させることにより、ベッド以外の収益源を確

保し、安定した収益構造を構築してまいります。

④ 海外市場（東アジア）の拡大

　世界的な平均寿命の延伸と出生率の低下により、高齢化は日本国内に留まらず、世界規模

での社会問題となっております。当社グループでは、中国を中心とした東アジア圏市場の開

拓に取り組んでおり、販売の実績を着実に積み上げております。特に中国市場においては、

当社製品の拡販と新顧客開拓を図るため、連結子会社の富若慈（上海）貿易有限公司を中心

に営業活動を展開しております。

　今後も各国の介護ニーズにあった商品開発や有力な代理店網の構築等の事業策を展開する

など販売体制を構築していくことで市場の拡大を図ってまいります。

－ 8 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(6) 主要な事業内容（2023年６月30日現在）

　当社グループは、医療介護用電動ベッドの製造及び販売を主たる業務としております。

本 社 福岡県大野城市

支 店 関東支店（東京都大田区）

東海支店（愛知県名古屋市）

関西支店（大阪府東大阪市）

中四国支店（広島県福山市）

九州支店（福岡県大野城市）

東北支店（宮城県仙台市）

北海道支店（北海道札幌市）

富若慈（上海）貿易有限公司 中国上海市

(7) 主要な支店及び工場（2023年６月30日現在）

① 当社の主要な支店

② 子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

医療介護用電動ベッド事業 106名 ４名減

使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

105名 ４名減 39.8歳 9.2年

(8) 使用人の状況（2023年６月30日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であります。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,257,900千円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 305,640千円

株 式 会 社 筑 邦 銀 行 232,664千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100,000千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100,000千円

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 34,987千円

(9) 主要な借入先及び借入額（2023年６月30日現在）

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、パラマウントベッド株式会社より、当社製品が同社保有の特許権を侵害していると

して、訴訟の提起及び仮処分命令の申立てを受けておりましたが、知的財産高等裁判所の和解

勧告を受け、紛争の長期化を避けるべく、2023年２月27日付で、以下のとおり全面的な和解を

いたしました。

（和解の内容）

　第１審判決では、当社がパラマウントベッド株式会社に３億8,122万2,226円並びに遅延損害

金を支払うものでしたが、当社がパラマウントベッド株式会社に遅延損害金も含めて１億

5,300万円を支払い、両社の紛争を全面的に解決したという内容となります。

－ 10 －
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会社の株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 7,840,000株

(2) 発行済株式総数 3,726,000株

(3) 当事業年度末の株主数 3,434名 （前期末比91名増）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｅ Ｋ Ｓ 551,300株 14.85％

Vietnam Precision Industrial CO.,LTD. 284,400株 7.66％

福 山 恵 美 子 262,400株 7.07％

株 式 会 社 幸 和 製 作 所 176,500株 4.76％

株式会社日本カストディ銀行（信託E口） 170,500株 4.59％

株 式 会 社 福 岡 銀 行 120,000株 3.23％

福 山 明 利 108,000株 2.91％

プ ラ ッ ツ 従 業 員 持 株 会 108,000株 2.91％

城 　 雅 宏 60,000株 1.62％

株 式 会 社 筑 邦 銀 行 60,000株 1.62％

２. 会社の株式に関する事項（2023年６月30日現在）

(4) 大株主の状況（上位10名）

（注）持株比率は自己株式14,493株を控除して計算しております。

なお、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式（170,500株）は、自己株式に含めず計算し

ております。
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会社の株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

役 員 区 分 割 当 て 対 象 人 数 割り当てた株式の数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） ４名 6,880株

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

　当社は2018年８月10日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員及び社外取締役

を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン

ティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし

て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入することを決議しまし

た。これを受け、2020年10月13日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式

の処分を行うことを決議し、2022年11月11日に普通株式6,880株を処分しております。なお、

当社の対象取締役に対して割り当てた譲渡制限付株式の数は以下のとおりです。

(6) その他株式に関する重要な事項

（従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、従業員の福利厚生を目的として、従業員向け株式給付信託を導入しております。

2023年６月30日現在において、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当該自己

株式の帳簿価額及び株式数は、252,510千円、170,500株であります。

３. 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

福 山 明 利 代 表 取 締 役 　 会 長

城 　 雅 宏 代 表 取 締 役 　 社 長

河 内 谷 　 忠 　 弘 専務取締役　営業統括部長

古 賀 愼 弥 常務取締役　商品統括部長

近 藤 　 勲 取 締 役 　 管 理 統 括 部 長

山 口 勝 也 取締役　営業統括部副統括部長

八 田 正 昭 取 締 役 二和興産株式会社　専務取締役

松 尾 　 貢 取締役（常勤監査等委員）

川 邊 康 晴 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 川邊事務所　会長

廣 瀬 隆 明 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

広瀬公認会計士事務所　所長
北九州ベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役社長
株式会社ナフコ　社外取締役

柴 田 祐 二 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
柴田祐二公認会計士事務所　所長
株式会社ゼンリン　社外取締役

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2023年６月30日現在）

（注）１. 取締役八田正昭氏は、社外取締役であります。

２. 監査等委員川邊康晴氏、廣瀬隆明氏及び柴田祐二氏は、社外取締役である監査等委員であります。

３. 常勤監査等委員松尾貢氏は、長年にわたり当社の経理部門に在籍し、経理・財務業務に携わってき

た経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４. 監査等委員川邊康晴氏は、銀行出身者であり、金融機関の経営者であったことから、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

５. 監査等委員廣瀬隆明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。

６. 監査等委員柴田祐二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。

７. 当社は、取締役八田正昭氏、監査等委員川邊康晴氏、廣瀬隆明氏及び柴田祐二氏を東京証券取引所

及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。

８．代表取締役会長福山明利氏は、2023年７月１日付で取締役会長に就任いたしました。

９．代表取締役社長城雅宏氏は、2023年７月１日付で取締役副会長に就任いたしました。

10．専務取締役河内谷忠弘氏は、2023年７月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

11．常務取締役古賀槇弥氏は、2023年７月１日付で専務取締役に就任いたしました。

12．取締役近藤勲氏は、2023年７月１日付で常務取締役に就任いたしました。

13. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効

性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。
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会社役員に関する事項

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としておりま

す。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役（監査等

委員含む）及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約

により被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含

む。）等に起因して、被保険者が被る損害を当該保険により填補することとなります。

　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行

為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反などの場合には填補の対象としないこととしてお

ります。

(4) 取締役及び監査等委員の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決

定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決

定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや当該決定方針に沿う

ものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能

するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責

を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

　具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報

酬等により構成しております。ただし、監査等委員である取締役については、その職務に鑑

み、非金銭報酬等を支払わないものとしております。

ロ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期

又は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社の

水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし
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ております。

ハ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬（役員賞与、以下省略）は、取締役会において経営計画の達成度合いを考慮

し、株主総会で決議された限度額から固定報酬を控除した金額の範囲内で決定し、毎年一定

の時期に支給することとしております。

　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、基本報酬及び業績連動報酬とは別枠で、監査等委

員及び社外取締役を除き、株主総会で決議された限度額又は株式数の範囲内で決定し、毎年

一定の時期に付与することとしております。

ニ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の

額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に

属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行い、決定す

ることとしております。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長城雅宏がその具体的

内容について委任を受けるものとし、その権限の内容及び裁量の範囲は、監査等委員でない

取締役の基本報酬の額を株主総会で決議された限度額の範囲内で決定することとしておりま

す。

　なお、取締役会では、業績連動報酬における取締役個人別の報酬額を決議するほか、株式

報酬における取締役個人別の割当株式数を決議しております。

　委任した理由につきましては、当社全体の業績を勘案した上で、各取締役（監査等委員を

除く。）の担当部門について、評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため

であります。

　監査等委員である取締役の報酬等の額の決定については、報酬限度額の範囲内において監

査等委員である取締役の協議を経て決定しております。
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区 分 員 数
報 酬 等 の
総 額

固 定 報 酬
業 績 連 動
報 酬

取締役（監査等委員を除く）
（う　ち　社　外　取　締　役）

７名
(１）

119,519千円
（1,180千円)

103,020千円
（1,080千円)

16,499千円
（100千円)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

４名
(３）

11,446千円
（3,540千円)

10,476千円
（3,240千円)

970千円
（300千円)

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

11名
(４）

130,965千円
（4,720千円)

113,496千円
（4,320千円)

17,469千円
（400千円)

②当事業年度にかかる報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2018年９月27日開催の第26期定時株主総会において、取締役（監査等委員

を除く）について年額200百万円以内、取締役（監査等委員）について年額30百万円以内と決議い

ただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は７名（うち

社外取締役１名）、取締役（監査等委員）の員数は４名（うち社外取締役３名）となります。

２. 上記１．の取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）について

2018年９月27日開催の第26期定時株主総会において、株式報酬の限度額として年額30百万円以内と

決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員及び社外取締役を除

く）の員数は６名となります。

３. 業績連動報酬にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、親会社株

主に帰属する当期純利益を採用しており、その実績は222,379千円であります。賞与の算定にあた

っては、親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、当社の業績等を勘案

して決定しております。

４. 上記の報酬等の額には、当事業年度における役員賞与10,770千円、取締役７名に対し9,800千円（う

ち、社外取締役１名に対し100千円）、監査等委員４名に対し970千円（うち社外監査等委員３名に

対し300千円）が含まれております。

５. 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容

及びその交付状況は「２．会社の株式に関する事項」に記載のとおりであります。

６. 上記支給額には、譲渡制限付株式報酬（取締役分（監査等委員及び社外取締役を除く）6,699千円を

含んでおります。

(5) 事業年度中に辞任又は解任された役員の状況

　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名 兼 職 先 会 社 名 兼 職 の 内 容

取 締 役 八 田 正 昭 二 和 興 産 株 式 会 社 専 務 取 締 役

取 締 役
（監査等委員）

川 邊 康 晴 川 邊 事 務 所 会 長

取 締 役
（監査等委員）

廣 瀬 隆 明

広 瀬 公 認 会 計 士 事 務 所

北九州ベンチャーキャピタル株式会社

株 式 会 社 ナ フ コ

所 長

代表取締役社長

社 外 取 締 役

取 締 役
（監査等委員）

柴 田 祐 二
柴 田 祐 二 公 認 会 計 士 事 務 所

株 式 会 社 ゼ ン リ ン

所 長

社 外 取 締 役

区 分 氏 名
主 な 活 動 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待
さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 八 田 正 昭

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回出席いたしました。

長年にわたる金融機関での勤務及び企業経営の経験を生かし、当社の

コーポレート・ガバナンス体制の強化や取締役会の意思決定の妥当性

や適正性を確保するために適宜発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

川 邊 康 晴

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回、監査等委員会13回

のうち12回出席いたしました。長年にわたる金融機関の経営者の経験

を生かし、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性や適正

性を確保するため、適宜発言を行っております。また、監査等委員会

において、当社の事業リスク等について適宜発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

廣 瀬 隆 明

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査等委員会13回

のうち13回出席いたしました。公認会計士としての専門的な見地か

ら、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確

保するため、適宜発言を行っております。また、監査等委員会におい

て、当社の財務・会計等について適宜発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

柴 田 祐 二

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査等委員会13回

のうち13回出席いたしました。公認会計士としての専門的な見地か

ら、取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確

保するため、適宜発言を行っております。また、監査等委員会におい

て、当社の財務・会計等について適宜発言を行っております。

(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注） 当社と各兼職先との間に重要な取引及び特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

(7) その他役員に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 21,000千円

５. 会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会

計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社の持分法適用関連会社であるSHENGBANG METAL CO.,LTD.は、当社の会計監査人と同一のネット

ワークに属するアーンストアンドヤングのメンバーファームの監査を2020年１月以降受けておりま

す。

３. 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で

会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審

議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意し

ております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認

められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監

査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監

査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部） （負　 債　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

未 着 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械、運搬具及び工具器具備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

4,077,772

1,998,384

1,074,249

506,340

237,118

261,680

1,947,911

415,454

289,187

10,690

114,843

732

9,683

1,522,773

935,929

413,221

111,869

61,752
　

流 動 負 債 1,497,824

買 掛 金 78,139

短 期 借 入 金 800,000

1年内返済予定の長期借入金 434,328

リ ー ス 債 務 39,749

未 払 法 人 税 等 3,529

そ の 他 142,078

固 定 負 債 1,382,932

長 期 借 入 金 896,863

リ ー ス 債 務 83,020

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 222,016

退 職 給 付 に 係 る 負 債 117,750

資 産 除 去 債 務 34,345

株 式 給 付 引 当 金 25,947

そ の 他 2,988

負 債 合 計 2,880,756

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 3,094,333

資 本 金 582,052

資 本 剰 余 金 308,447

利 益 剰 余 金 2,480,057

自 己 株 式 △276,223

その他の包括利益累計額 50,595

その他有価証券評価差額金 △759

為 替 換 算 調 整 勘 定 51,354

純 資 産 合 計 3,144,928

資 産 合 計 6,025,684 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,025,684

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 6,312,632

売 上 原 価 4,514,614

売 上 総 利 益 1,798,017

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,906,759

営 業 損 失 △108,741

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,742

受 取 配 当 金 749

為 替 差 益 19,552

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 116,862

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 2,335

そ の 他 3,328 150,571

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14,345

投 資 事 業 組 合 運 用 損 2,362

そ の 他 0 16,708

経 常 利 益 25,120

特 別 利 益

訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額 372,203 372,203

特 別 損 失

訴 訟 関 連 損 失 80,000 80,000

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 317,324

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,708

法 人 税 等 調 整 額 92,235 94,944

当 期 純 利 益 222,379

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 222,379

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部） （負　 債　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

未 着 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

4,067,456

1,969,440

16,260

89,219

959,204

525,093

70

237,118

47,268

21,920

201,860

1,753,207

415,326

282,559

6,500

0

0

10,690

114,843

732

9,683

6,752

2,931

1,328,197

74,631

639,750

440,044

112,785

60,985
　

流 動 負 債 1,483,599

買 掛 金 67,438

短 期 借 入 金 800,000

1 年内返済予定の長期借入金 434,328

リ ー ス 債 務 39,749

未 払 金 90,445

未 払 費 用 35,068

預 り 金 16,353

そ の 他 217

固 定 負 債 1,382,932

長 期 借 入 金 896,863

リ ー ス 債 務 83,020

退 職 給 付 引 当 金 117,750

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 222,016

資 産 除 去 債 務 34,345

株 式 給 付 引 当 金 25,947

そ の 他 2,988

負 債 合 計 2,866,532

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,954,890

資 本 金 582,052

資 本 剰 余 金 308,447

資 本 準 備 金 308,447

利 益 剰 余 金 2,340,614

利 益 準 備 金 26,664

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,313,950

繰 越 利 益 剰 余 金 2,313,950

自 己 株 式 △276,223

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △759

その他有価証券評価差額金 △759

純 資 産 合 計 2,954,131

資 産 合 計 5,820,663 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,820,663

貸　借　対　照　表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 6,242,581

売 上 原 価 4,470,991

売 上 総 利 益 1,771,589

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,878,784

営 業 損 失 △107,194

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,934

受 取 配 当 金 199,249

為 替 差 益 21,890

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 2,335

そ の 他 3,234 234,643

営 業 外 費 用

支 払 利 息 14,345

投 資 事 業 組 合 運 用 損 2,362

そ の 他 0 16,708

経 常 利 益 110,740

特 別 利 益

訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額 372,203 372,203

特 別 損 失

訴 訟 関 連 損 失 80,000 80,000

税 引 前 当 期 純 利 益 402,943

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,510

法 人 税 等 調 整 額 93,834 96,344

当 期 純 利 益 306,598

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 　 英 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 内 野 　 健 志

独立監査人の監査報告書

2023年８月21日

株式会社プラッツ

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社プラッツの2022年７月１日から2023年
６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社プラッツ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は､｢連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 　 英 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 内 野 　 健 志

独立監査人の監査報告書

2023年８月21日

株式会社プラッツ

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
福岡事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社プラッツの2022年７月１日から
2023年６月30日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年７月１日から2023年６月30日までの第31期事業年度における取締

役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし

ます。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締

役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要

に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 27 －
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監査等委員会の監査報告

２. 監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

監査等委員（常勤） 松 尾 　 貢 ㊞

監査等委員 川 邊 　 康 晴 ㊞

監査等委員 廣 瀬 　 隆 明 ㊞

監査等委員 柴 田 　 祐 二 ㊞

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　2023年８月21日
株 式 会 社 プ ラ ッ ツ 　 監 査 等 委 員 会

（注）監査等委員川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に

規定する社外取締役であります。

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は事業の成長、拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の

皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり

といたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金14円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は51,961,098円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　2023年９月27日といたしたいと存じます。

－ 29 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所有する当
社の株式数

１

ふく

福
 

　
やま

山
 

　
あき

明
 

　
とし

利

(1958年７月23日)

1983年４月 株式会社山善入社

1992年７月 有限会社九州和研（現当社）設立

代表取締役社長

2018年９月 代表取締役会長

2023年７月 取締役会長（現任）

108,000株

２

じょう

城
 

　
 

　
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
ひろ

宏

(1961年４月３日)

1985年４月 株式会社山善入社

1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

2004年７月 当社入社

2004年９月 取締役営業部長

2009年７月 常務取締役営業部統括

2013年７月 常務取締役生産管理本部長

2013年９月 専務取締役生産管理本部長

2015年７月 代表取締役副社長

2018年９月 代表取締役社長

2023年７月 取締役副会長（現任）

60,000株

３

かわ

河
 

　
ち

内
 

　
や

谷
 

　
ただ

忠
 

　
ひろ

弘

(1967年７月11日)

1991年４月 株式会社山善入社

1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

2004年７月 当社入社

2013年７月 管理本部長兼人事総務部長

2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長

2015年７月 取締役人事総務部長

2016年７月 取締役営業統括部長

2018年９月 常務取締役営業統括部長

2021年９月 専務取締役営業統括部長

2023年７月 代表取締役社長（現任）

41,580株

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

　取締役７名（うち、社外取締役１名。監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において

同じ。）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案については、監査等委員会から全ての

取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

－ 30 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

ふ  り  が  な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　 要　 な　 兼　 職　 の　 状　 況）

所有する当
社の株式数

４

こ

古
 

　
が

賀
 

　
しん

愼
 

　
や

弥

(1969年７月５日)

1994年４月 九州松下電器株式会社（現パナソニックシ

ステムネットワークス株式会社）入社

2005年２月 日之出水道機器株式会社入社

2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社

2009年４月 当社入社

2013年７月 商品本部長兼商品開発部長

2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長

2015年７月 取締役商品開発部長

2016年７月 取締役商品統括部長

2018年９月 常務取締役商品統括部長

2023年７月 専務取締役（現任）

13,580株

５

こん

近
 

　
どう

藤
 

　
 

　
 

　
 

　
いさお

勲

(1974年８月18日)

1997年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀

行）入行

2005年８月 当社入社

2013年７月 管理本部　財務経理部長兼経営企画課長

2016年７月 管理統括部長

2016年９月 取締役管理統括部長

2023年７月 常務取締役（現任）

21,640株

６
やま

山
 

　
ぐち

口
 

　
かつ

勝
 

　
や

也

(1975年９月18日)

1999年３月 当社入社

2016年７月 営業統括部　東日本営業部長

2018年７月 営業統括部　営業部長

2018年９月 取締役　営業統括部　営業部長

2019年７月 取締役　営業統括部　副統括部長

2023年７月 取締役　在宅営業部長（現任）

14,840株

７

やつ

八
 

　
だ

田
 

　
まさ

正
 

　
あき

昭

(1954年９月19日)

1978年４月 株式会社福岡銀行入行

2000年７月 同行営業統括部　法人推進室長

2006年４月 同行天神町支店長

2007年５月 株式会社親和銀行（現株式会社十八親和銀

行）出向執行役員営業統括部長

2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院　理事

2010年４月 二和興産株式会社　常務取締役

2015年９月 当社社外取締役（現任）

2016年４月 二和興産株式会社　専務取締役（現任）

2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院　理事(現

任)

－

（重要な兼職の状況）

二和興産株式会社　専務取締役

－ 31 －
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取締役選任議案

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 八田正昭氏は、社外取締役候補者であります。

３. 八田正昭氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営に携わっているほか、銀行出身者であった

ことから、経営及び財務の知識や経験等を有しており、当社の経営について有益な助言や指摘を期

待できることから、当社の社外取締役に適任であると判断し、候補者といたしました。

なお、同氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての任期期間は、本定時株

主総会終結の時をもって８年となります。

４. 当社は、八田正昭氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て

おります。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定でありま

す。

５. 当社は、八田正昭氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最

低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し

ており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとし

ております。なお、保険料は当社が全額負担しております。候補者の再任が承認された場合は、当

該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を

予定しております。

以上

－ 32 －
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地図

株主総会会場ご案内図

福岡県福岡市博多区下川端町３番２号

ホテルオークラ福岡　３階　「メイフェア」

TEL（092）262-1111

都市高速
天神北ランプ

中央郵便局

天神駅 明治通り

天神南駅

薬院駅

国体道路 祇園駅

JR鹿
児島本線

中洲川端駅

呉服町駅

昭和通り

博多リバ
レイン

都市高速
呉服町ランプ

地下鉄福岡空港駅

ホテルオークラ福岡

福
岡

市
役
所

西
鉄
福
岡

(

天
神)

駅

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

七
隈
線

 

渡
辺
通
駅薬

院
駅

那
珂
川

博
多
川

博
多
座

大
博
通
り

博
多

駅

＜交通手段＞

JR博多駅から

地下鉄　　博多駅――中洲川端駅「姪浜方面行き」

(所要時間　約５分)

タクシー　所要時間　約10分

福岡空港から

地下鉄　　福岡空港駅――中洲川端駅「姪浜方面行き」

(所要時間　約10分)

タクシー　所要時間　約20分

西鉄福岡（天神）駅から

徒歩　　　約15分
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表紙

第31期定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

第31期 (2022年７月１日から2023年６月30日まで)

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 1頁

連結株主資本等変動計算書 5頁

連結注記表 6頁

株主資本等変動計算書 17頁

個別注記表 18頁

株式会社プラッツ

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を

いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電

子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

　当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役

会にて以下のとおり決議し、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず

評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して

不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため各分掌に従い、担当す

る部署の内部統制を整備し、必要な諸規定の制定及び周知徹底を図るとともに、「取締役会規

定」を遵守します。

　監査等委員は、「監査等委員会規定」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査します。

　取締役会は、「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令等の遵守に基づく公正な経営

を行うことを規定するとともに、関係会社を含む全社員に周知徹底し、グループ全社員はこれ

を遵守します。

　また、事業活動全般にわたる内部監査については、代表取締役社長に直属する「内部監査

室」が、監査等委員・会計監査人との連携・協力の下実施し、業務の適法・適切な運営と内部

管理の徹底を図ります。

　さらに、法令違反等に関して社員が直接通報できる「内部通報窓口」を設置し、内部統制の

補完、強化を図ります。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報は、「取締役会規定」、「情報システム管理規定」その他の社

内規定に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切な保存及び管理を図ります。取締役及び監

査等委員は、いつでもこれらの文書を閲覧できるものとします。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　災害リスク、情報漏えいリスク、信用リスク、製品リスクその他様々なリスクに対処するた

め、「リスク管理規定」を制定し、リスク管理の最高責任者を社長とすると同時に、各リスク

管理の所管部署と「経営戦略会議」において、リスクの評価と対応を不断に実施し、リスク管

理体制の維持・整備に努めます。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は少なくとも月に１回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事

項を的確かつ迅速に決議するとともに、各取締役の業務執行を監督します。

　取締役会の下に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、及び部長で構成される経営

戦略会議を設置し、原則として月２回以上開催します。経営戦略会議におきましては、取締役

会から委譲された範囲内における様々な経営課題についての協議、報告を行い、社長及び取締

役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとします。

　また、社員の業務執行については、「業務分掌規定」、「権限規定」にその責任と権限を定

め、これに基づき適正かつ効率的に行うものとします。

(5) 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は「コンプライアンスマニュアル」に準じて、コンプライアンス体制の整備につき子会

社を指導するとともに、子会社への教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの

徹底に努めることで、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保します。

　また、「関係会社管理規定」に基づき、子会社の経営の独立性を尊重することで、子会社の

取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するほか、事業運営に関する重要な事項

については、当社の承認ないし当社への報告を要することとしております。加えて、子会社の

業務活動全般も「内部監査室」による内部監査の対象としており、併せてグループ一体となっ

た内部統制の維持・向上を図ります。

　子会社の損失の危険の管理については、当社の「リスク管理規定」に基づき、当社がグルー

プ全体のリスクの評価と対応の実施及びリスク管理体制の維持・整備に努めます。

　外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本項に準じて業務

の適正を確保する体制とします。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令

及び「内部統制規定」に基づき、評価、維持、改善等を行います。

　当社の各部門及び当社子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離等による牽制、日常

的モニタリング等を実施し、財務報告の信頼性の確保に努めます。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制

(7) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当

該取締役及び使用人に関する事項

　監査等委員会からの要請があった場合には、その要請に基づき、専任スタッフを配置のうえ

監査業務を補助するものとします。

(8) 前項の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立

性及び監査等委員の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　前項の専任スタッフの人事考課、異動、懲戒等については予め監査等委員会の同意を得るも

のとし、取締役からの独立性が確保できる体制とします。また、当該スタッフは専ら監査等委

員の指示に従って、その監査職務の補助を行います。

(9) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員は、取締役会のほか必要と認める会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制を

とります。

　当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に

著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速やかに監査等委員に報告するこ

ととします。また、当該報告を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受け

ないことを確保する体制とします。

(10) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は、取締役会のほか必要と認める重要な会議に出席します。また、重要な決裁書

類、経理システム等の社内情報の閲覧を可能とします。

　監査等委員は、会計監査人・内部監査室と連携協力して監査を実施します。さらに、代表取

締役とは、随時意見交換を実施します。

－ 3 －



2023/08/30 9:35:32 / 23002382_株式会社プラッツ_招集通知

業務の適正を確保するための体制

(11) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針

　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行います。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況

　「反社会的勢力に対する基本方針と対応規定」において、市民生活の秩序及び安全に脅威を

与える反社会的な勢力又は団体とは一切の関係を持たず、これらの圧力に対しても毅然とした

対応で臨み、断固として対決して、その圧力を排除することを宣言しております。なお、反社

会的勢力へは、総務担当部門が、警察、弁護士等の専門機関と連携し対応します。

(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループでは、上記に挙げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に

基づき以下の具体的な取組みを行っております。

①毎月開催される内部統制委員会において、内部統制システムの運用状況について、開示す

べき重要な不備がないかモニタリングを行っております。また、本委員会において、各年度

の内部統制システムの運用の最終評価を行っております。

②グループ各社にてコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスに対する意識づけを

高める教育を行っております。

③毎月開催される部門長会議において、グループ各社の経営幹部が出席し、経営課題の把握

と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共

有化を図っております。

④内部監査計画に基づき、当社の内部監査部門が監査等委員会と連携して当社及びグループ

各社の内部監査を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 582,052 302,730 2,329,693 △288,098 2,926,376

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,274 △59,274

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

222,379 222,379

自 己 株 式 の 処 分 △7,024 11,875 4,850

利益剰余金から資本剰
余 金 へ の 振 替

12,741 △12,741 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 － 5,717 150,363 11,875 167,956

当 期 末 残 高 582,052 308,447 2,480,057 △276,223 3,094,333

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算 調 整
勘 定

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合
計

当 期 首 残 高 △1,617 49,274 47,657 2,974,033

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,274

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

222,379

自 己 株 式 の 処 分 4,850

利益剰余金から資本剰
余 金 へ の 振 替

－

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

857 2,080 2,938 2,938

当 期 変 動 額 合 計 857 2,080 2,938 170,894

当 期 末 残 高 △759 51,354 50,595 3,144,928

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　１社

連結子会社の名称　　　富若慈（上海）貿易有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の数　１社

　持分法適用関連会社の名称　SHENGBANG METAL CO.,LTD.

② SHENGBANG METAL CO.,LTD.の決算日は、12月31日であり、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を

行った計算書類を基礎としております。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

① 連結の範囲の変更

　該当事項はありません。

② 持分法の適用の範囲の変更

該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　富若慈（上海）貿易有限公司の決算日は、12月31日であり、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を

行った計算書類を基礎としております。
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連結注記表

(5) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

　その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ. デリバティブ

　　時価法

ハ. 棚卸資産

　商品及び製品

月次総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　未着品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

（ただし、当社は1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。）

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　　　　　３～30年

　機械、運搬具及び工具器具備品　２～15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

ハ. リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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連結注記表

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

ロ. 株式給付引当金

　株式給付規定に基づく当社の従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における

株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、医療介護用電動ベッドの製造・販売の単一事業を営んでおり、販売市場別では、福

祉用具流通市場、医療・高齢者施設市場、家具流通市場、海外市場に区分されます。これらの商品又は

製品については、商品又は製品を引渡した時点で、顧客が支配し履行義務を充足したと判断しておりま

す。

　また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品及び値引き等を控除した金額で測定して

おります。取引の対価は、履行義務の充足時点から１年以内に支払いを受けており、重要な金融要素は

含んでおりません。国内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時

までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上

しております。
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⑦ 重要なヘッジ会計の方法

a. ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債権債務及び外貨建予約取引に係るヘッジ会計は、振当処理の要件を満たすものは振

当処理により、それ以外のものは繰延ヘッジ処理によっております。

ｂ. ヘッジ手段及びヘッジ対象

　外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため為替予約取引を利用

しております。

ｃ. ヘッジ方針

　ヘッジ会計を適用している会社においては、デリバティブ取引に係る社内運用規定を設け、その

運用基準、取引権限、取引限度額に従って取引の実行及び管理を行っており、ヘッジ会計を適用す

る際のヘッジ対象の識別は、取引の都度行っております。

ｄ. ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ有効性評価は、原則として年２回、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の為替相場又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計額を基礎に行っております。

　ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一である場

合には、ヘッジ有効性評価を省略しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。

以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計

基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新

たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影

響はありません。
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（単位：千円）

当連結会計年度

将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額 240,670

上記に係る評価性引当額 △119,512

繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産 121,157

繰延税金資産の純額 111,869

３．会計上の見積りに関する注記

　（繰延税金資産の回収可能性）

１. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２. 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

(1) 算出方法

　繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち、将来の税金負担を軽減する

ことができると認められる範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能性の判断において

は、取締役会で承認された中期経営計画を基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を

合理的に見積り、金額を算定しております。

(2) 主要な仮定

　見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、販売予定価格、販売見込数量及び為替

相場の影響であります。

(3) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、見積りの

前提や仮定に変更が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。
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　(1) 有形固定資産の減価償却累計額 375,755千円

保証先 金額

UU VIET CO.LTD 276千円

４．追加情報

（従業員向け株式給付信託）

　当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員向け株式給付信託（以下、「本制度」という。）を

導入しております。

　(1) 取引の概要

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」という。）が当社株式

を取得し、当社取締役会で定める株式給付規定に基づき、一定の要件を満たした当社グループの従業員

に対し当社株式を給付する仕組みです。

　当社は、当社グループの従業員に対し、株式給付規定に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与

し、一定の条件により受給要件を満たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株

式の時価相当額の金銭を給付します。なお、本信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、当社グ

ループの従業員の負担はありません。

　(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に

自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、252,510

千円、170,500株であります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

　(2) 保証金額

次の取引先の債務保証を行っております。
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株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度
期 首 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
末 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 3,726,000 ― ― 3,726,000

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

20 2 2年９月27日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 59,274 16 2022年６月30日 2022年９月28日

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年９月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 51,961 利益剰余金 14 2023年６月30日 2023年９月27日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、医療介護用電動ベッドの製造販売に係る業務を遂行するための短期的な運転資金を

主に銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は流動性の高い金融商品で運用し、その

後、運転資金として利用することを基本としております。デリバティブは、後述するリスクを回避する

ために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主と

して株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており、上場株式については期末ごとに時価の把握を

行っております。また、長期貸付金については、貸出先の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、一年以内の支払期日であります。借入金は主に営業取引に係る資金調達で

あります。また、デリバティブ取引は、外貨建ての契約金額等に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関する処理等については、前述の

「連結注記表　１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(5) 会計方針

に関する事項　⑦　重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、当社の財務経理部内に債権管理担当者を配置し、販売システムより出力される各

種帳票に基づき、各得意先からの回収状況を継続的にモニタリングする体制としております。

　また、各得意先に対する与信限度の設定及び変更については「与信管理規定」に基づいてリスク低

減を図っていることに加え、与信限度の設定に関する権限を営業部と財務経理部の両部門が有してお

り、相互に牽制することでリスクの低減を図っております。

　長期貸付金については、期日管理及び残高管理を行っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建営業債務については、財務経理部が相場変動を継続的にフォローし、「為替リスク管理規

定」に基づいた先物為替予約取引の実施により、為替変動リスクの低減を図っております。

　投資有価証券の価格変動リスクについては、時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　デリバティブ取引については、運用基準・取引権限等を定めた社内運用規定に従って財務経理部に

て取引の実行及び管理を行っております。また、取引の結果は、財務経理部長に定期的に報告してお

ります。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部門からの報告に基づき担当する部署が適時に資金繰り計画を作成・更新する

ことにより、流動性リスクを管理しております。

－ 13 －



2023/08/30 9:35:32 / 23002382_株式会社プラッツ_招集通知

連結注記表

連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

① 投資有価証券

その他有価証券(*2) 14,857 14,857 －

② 長期貸付金(*3） 456,718 455,579 △1,139

資産計 471,576 470,436 △1,139

① 長期借入金(*4） 1,331,191 1,299,651 △31,539

負債計 1,331,191 1,299,651 △31,539

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 882,449千円

組合出資等 38,622千円

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、後述の「(2) 金融商品の時価等に

関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取

引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2023年６月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

(*1）現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似するものであることから、記載を省略しております。

　また、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

(*2）市場価格のない株式等

これらについては、「資産① 投資有価証券」には含めておりません。

(*3）１年内返済予定の長期貸付金は長期貸付金に含めております。

(*4）１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 14,857 － － 14,857

資産計 14,857 － － 14,857

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 455,579 － 455,579

資産計 － 455,579 － 455,579

長期借入金 － 1,299,651 － 1,299,651

負債計 － 1,299,651 － 1,299,651

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

　長期貸付金

　長期貸付金の時価は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

　長期借入金

　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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売上区分

合計福祉用具

流通市場

医療・高齢者

施設市場

家具流通

市場
海外市場

顧客との契約から生じる収益 4,427,413 1,654,079 81,372 149,767 6,312,632

外部顧客への売上高 4,427,413 1,654,079 81,372 149,767 6,312,632

(1) １株当たり純資産額 888円15銭

(2) １株当たり当期純利益 62円85銭

８. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「連結注記表　１．連結計算書類の作成のための基本となる重

要な事項に関する注記等　(5)会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。

９. １株当たり情報に関する注記

（注) 株主資本において自己株式として計上されている「従業員向け株式給付信託」に残存する自社の株

式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

り、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めておりま

す。

　なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は170,696株であ

り、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は170,500株であります。

10. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本

合計資 本
準備金

そ の 他
資 本 剰
余 金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他
利 益
剰 余 金

利 益
剰 余 金
合 計

繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 582,052 308,447 △5,717 302,730 26,664 2,079,367 2,106,031 △288,098 2,702,715

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,274 △59,274 △59,274

当 期 純 利 益 306,598 306,598 306,598

自 己 株 式 の 処 分 △7,024 △7,024 11,875 4,850

利益剰余金から資本剰
余 金 へ の 振 替

12,741 12,741 △12,741 △12,741 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － － 5,717 5,717 － 234,583 234,583 11,875 252,175

当 期 末 残 高 582,052 308,447 － 308,447 26,664 2,313,950 2,340,614 △276,223 2,954,890

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △1,617 △1,617 2,701,098

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △59,274

当 期 純 利 益 306,598

自 己 株 式 の 処 分 4,850

利益剰余金から資本剰
余 金 へ の 振 替

－

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

857 857 857

当 期 変 動 額 合 計 857 857 253,033

当 期 末 残 高 △759 △759 2,954,131

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

　①市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　②市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品

　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 貯蔵品

　 終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③ 未着品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　３～30年

　構築物　　　　　　　３～15年

　工具、器具及び備品　２～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

③ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。
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個別注記表

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

(6) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、算定に際して簡便法を適用しております。

② 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

③ 株式給付引当金

　株式給付規定に基づく当社の従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給

付債務の見込額に基づき計上しております。

(7) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社は、医療介護用電動ベッドの製造・販売の単一事業を営んでおり、販売市場別では、福祉用具流

通市場、医療・高齢者施設市場、家具流通市場、海外市場に区分されます。これらの商品又は製品につ

いては、商品又は製品を引渡した時点で、顧客が支配し履行義務を充足したと判断しております。

　また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品及び値引き等を控除した金額で測定して

おります。取引の対価は、履行義務の充足時点から１年以内に支払いを受けており、重要な金融要素は

含んでおりません。国内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時

までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
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(8) 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債務及び外貨建予約取引に係るヘッジ会計は、振当処理の要件を満たすものは振当処

理により、それ以外のものは繰延ヘッジ処理によっております。

ロ. ヘッジ手段及びヘッジ対象

　外貨建金銭債務及び外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため為替予約取引及び外貨預

金を利用しております。

ハ. ヘッジ方針

　ヘッジ会計を適用している会社においては、デリバティブ取引に係る社内運用規定を設け、その

運用基準、取引権限、取引限度額に従って取引の実行及び管理を行っており、ヘッジ会計を適用す

る際のヘッジ対象の識別は、取引の都度行っております。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ有効性評価は、原則として年２回、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の為替相場又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計額を基礎に行っております。

　ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一である場

合には、ヘッジ有効性評価を省略しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。

以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準

適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな

会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はあり

ません。
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（単位：千円）

当事業年度

将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額 247,266

上記に係る評価性引当額 △126,108

繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産 121,157

繰延税金資産の純額 112,785

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 375,755千円

保証先 金額

UU VIET CO.LTD 276千円

短期金銭債権 69,579千円

長期金銭債権 440,044千円

３．会計上の見積りに関する注記

　（繰延税金資産の回収可能性）

１. 当事業年度の計算書類に計上した金額

２. 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　「連結計算書類　連結注記表　３.　会計上の見積りに関する注記（繰延税金資産の回収可能

性）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

４．追加情報

（従業員向け株式給付信託）

　「連結計算書類　連結注記表　４．追加情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 保証金額

次の取引先の債務保証を行っております。

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務
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個別注記表

仕入高 3,286,941千円

営業取引以外の取引 213,662千円

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 192,073株 －株 7,080株 184,993株

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 67,626千円

未払事業税 △1,619千円

棚卸資産評価損 8,527千円

退職給付引当金 35,866千円

関係会社出資金評価損 31,621千円

繰延消費税 1,731千円

繰越欠損金 70,108千円

その他 33,404千円

繰延税金資産小計 247,266千円

評価性引当額 △126,108千円

繰延税金資産合計 121,157千円

繰延税金負債

資産除去債務 △8,372千円

繰延税金負債合計 △8,372千円

繰延税金資産の純額 112,785千円

６. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

　当期末日における自己株式の数は以下のとおりであります。

（注）自己株式の数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少6,880株及び従業員

株式給付信託（J-ESOP）における給付による減少200株によるものです。

８. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種 類 会社等の名称 所 在 地
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

関 連
会 社

SHENGBANG 
M E T A L 
C O . , L T D .

ベ トナム
ド ンナイ
省

US$1,000万 金属加工業
所有
直接 48％

当社製品の製
造
資金貸借関係

製品の購入
（注）１
（注）２

3,286,941 買 掛 金 6,435

資金の回収
（注）３
（注）４

31,249

流 動 資 産
そ の 他

43,497

長期貸付金 413,221

利息の受取 4,519
流 動 資 産
そ の 他

1,141

(1) １株当たり純資産額 834円26銭

(2) １株当たり当期純利益 86円65銭

９. 関連当事者との取引に関する注記

　関連会社等

　取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１. 価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

２. 取引金額には消費税を含めておりません。

３. 取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替損益が含まれております。

４. 貸付金利は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間10年としておりま

す。

なお、担保は受け入れておりません。

10. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表　１.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(7)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

11. １株当たり情報に関する注記

（注) 株主資本において自己株式として計上されている「従業員向け株式給付信託」に残存する自社の株

式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

り、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めておりま

す。

　なお、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は170,696株であ

り、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は170,500株であります。

12. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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